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この裁判の争点は難しくありません

主張は分かりやすいものです

まず、最初に



3

本裁判の争点

主張立証責任

基準地震動が低水準であることと地域特性の関係

観測記録と基準地震動の対比

被告主張の留意点

目次



4

本裁判の争点

主張立証責任

基準地震動が低水準であることと地域特性の関係

観測記録と基準地震動の対比

被告主張の留意点

目次
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規制基準自体が不合理だから、観測記録上低水準な地震動が設定された︖
規制基準適用が不合理だから、観測記録上低水準な地震動が設定された︖

主たる争点

地震ガイドⅠ5.2⑷項
「基準地震動は、最新の知見や震源近傍等で得られた観測記録
によってその妥当性が確認されていることを確認する」
が適用されなかった。

【争点】

規制基準の合理性

規制基準適用の合理性
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争点ではないもの

実際の審理において主たる争点となることはない

基準地震動を超える地震が到来する

現実的危険性の有無、発生時期
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争点ではないもの

地震の本質
いつどこでどのような規模の地震が起きるかは予知予測できない

現在の法制の基本的な理念
地震による内在的危険の現実化を完全防止することは不可能。
↓
①規制基準が合理的
②規制基準の適用も合理的で基準地震動
が策定された
③これに対応する耐震性が認められる
↓
基準地震動を超える地震に伴う再処理工場等事故の発生の可能性は
社会通念上無視できるほど小さい
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争点ではないもの

地震の本質
いつどこでどのような規模の地震が起きるかは予知予測できない

現在の法制の基本的な理念
地震による内在的危険の現実化を完全防止することは不可能。
↓
①規制基準が合理的
②規制基準の適用も合理的で基準地震動
が策定された
③これに対応する耐震性が認められる
↓
基準地震動を超える地震に伴う再処理工場等事故の発生の可能性は
社会通念上無視できるほど小さい

基準地震動超え地震の
具体的・現実的危険性の有無、発生時期

↓
そのような立証は地震学者を含め誰もできない
そのような立証を原告らが試みることもあり得ない

↓

主たる争点となることはない
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本裁判の争点︓人格権に基づく再処理工場等差止事件

最終的な審理対象

将来発生する地震を原因とする本件再処理工場の
事故発生の具体的危険性の有無
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本裁判の争点︓人格権に基づく再処理工場等差止事件

基準地震動超え地震の
具体的・現実的危険性の

有無、発生時期

基準地震動が低水準である
低水準であることに特段の事情がない

↓
規制基準の合理性

規制基準適用の合理性
がないのではないか︖

最終的な審理対象

将来発生する地震を原因とする本件再処理工場の
事故発生の具体的危険性の有無
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本裁判の争点︓人格権に基づく再処理工場等差止事件

基準地震動超え地震の
具体的・現実的危険性の

有無、発生時期

基準地震動が低水準である
低水準であることに特段の事情がない

↓
規制基準の合理性

規制基準適用の合理性
がないのではないか︖

最終的な審理対象

将来発生する地震を原因とする本件再処理工場の
事故発生の具体的危険性の有無主たる争点

規制基準の合理性
規制基準適用の合理性
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本裁判の争点

主張立証責任

基準地震動が低水準であることと地域特性の関係

観測記録と基準地震動の対比

被告主張の留意点

目次
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主張立証責任について

伊方最高裁判決の判断枠組み
規制基準の合理性及び規制基準の適用の合理性

証明を被告側に求める

【争点】

規制基準の「合理性」

規制基準適用の「合理性」
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伊方最高裁「行政訴訟」判断枠組み
「民事訴訟」採用例

主張立証責任について

水戸地裁（令和３年３月１８日）東海第二原子力発電所運転差止請求事件
（抜粋）

被告において、原子炉等規制法に基づき、原子力規制委員会規則及び内規等の具体
的審査基準に不合理な点がなく、原子力規制委員会の適合性判断に看過
し難い過誤、欠落がないことについて、相当の根拠、資料に基づき、主張、立証を
する訴訟上の義務があり、被告がこの主張、立証を尽くさない場合には、当該
事項については本件発電所の安全性に欠けるところがあり人格権侵害の具体的な危
険の存在が事実上推定されるものと解するのが相当である。



15

伊方最高裁「行政訴訟」判断枠組み
「民事訴訟」採用例

主張立証責任について

水戸地裁（令和３年３月１８日）東海第二原子力発電所運転差止請求事件
（抜粋）

被告において、原子炉等規制法に基づき、原子力規制委員会規則及び内規等の具体
的審査基準に不合理な点がなく、原子力規制委員会の適合性判断に看過
し難い過誤、欠落がないことについて、相当の根拠、資料に基づき、主張、立証を
する訴訟上の義務があり、被告がこの主張、立証を尽くさない場合には、当該
事項については本件発電所の安全性に欠けるところがあり人格権侵害の具体的な危
険の存在が事実上推定されるものと解するのが相当である。

立証責任を「事実上被告側に転換」
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「合理性」の有無は規範的要件
↓

原則、原燃が立証責任を負っている（伊方判断枠組み）
ただし、立証責任を負わない当事者もある程度の立証負担を負う

主張立証責任について

【争点】

規制基準の「合理性」

規制基準適用の「合理性」
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主張立証責任について

原燃
に立証責任

原告
に立証責任

規制基準は合理的
規制基準適用は合理的

地域特性・地盤特性等
低水準でも正当化され
る理由

原燃
に立証責任

基準地震動が低水準
≒基準自体が不合理
≒基準適用が不合理

【争点】

規制基準が合理的か否か

規制基準適用が合理的か否か



主張立証責任について

原燃
に立証責任

原告
に立証責任

規制基準は合理的
規制基準適用は合理的

地域特性・地盤特性等
低水準でも正当化され
る理由

原燃
に立証責任

基準地震動が低水準
≒基準自体が不合理
≒基準適用が不合理

【争点】

規制基準が合理的か、否か

規制基準適用が合理的か、否か

原則は被告側に転換されている
↓

しかし、原告もある程度立証負担負う
（低水準）

↓
被告は低水準であることを踏まえて、
合理性を立証（地域特性等）
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（規制基準・基準適用の合理性に対して）
誰でも抱くであろう疑問

「被告が基準地震動を策定するに当たって想定している地震よりも遙
かに地震規模が小さく、震源からの距離も相当離れているのに、頻繁
かつ広範囲に７００ガル（本件再処理工場の基準地震動）を超
える地震動や２３６ガル（プレート間地震に係る被告の想定地震
動）を超える地震動が観測されている。
それにも拘わらず、なぜ本件再処理工場敷地に限っては７００ガル
を超える地震動やマグニチュード９の超巨大地震に襲われても２３
６ガルを超える地震動が到来しないと言えるのですか」

主張立証責任について
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（規制基準・基準適用の合理性に対して）
誰でも抱くであろう疑問

「被告が基準地震動を策定するに当たって想定している地震よりも遙
かに地震規模が小さく、震源からの距離も相当離れているのに、頻繁
かつ広範囲に７００ガル（本件再処理工場の基準地震動）を超
える地震動や２３６ガル（プレート間地震に係る被告の想定地震
動）を超える地震動が観測されている。
それにも拘わらず、なぜ本件再処理工場敷地に限っては７００ガル
を超える地震動やマグニチュード９の超巨大地震に襲われても２３
６ガルを超える地震動が到来しないと言えるのですか」

主張立証責任について 被告側
立証責任

（伊方枠組）
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（規制基準・基準適用の合理性に対して）
誰でも抱くであろう疑問

「被告が基準地震動を策定するに当たって想定している地震よりも遙
かに地震規模が小さく、震源からの距離も相当離れているのに、頻繁
かつ広範囲に７００ガル（本件再処理工場の基準地震動）を超
える地震動や２３６ガル（プレート間地震に係る被告の想定地震
動）を超える地震動が観測されている。
それにも拘わらず、なぜ本件再処理工場敷地に限っては７００ガル
を超える地震動やマグニチュード９の超巨大地震に襲われても２３
６ガルを超える地震動が到来しないと言えるのですか」

主張立証責任について

原告側
立証負担
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（規制基準・基準適用の合理性に対して）
誰でも抱くであろう疑問

「被告が基準地震動を策定するに当たって想定している地震よりも遙
かに地震規模が小さく、震源からの距離も相当離れているのに、頻繁
かつ広範囲に７００ガル（本件再処理工場の基準地震動）を超
える地震動や２３６ガル（プレート間地震に係る被告の想定地震
動）を超える地震動が観測されている。
それにも拘わらず、なぜ本件再処理工場敷地に限っては７００ガル
を超える地震動やマグニチュード９の超巨大地震に襲われても２３
６ガルを超える地震動が到来しないと言えるのですか」

主張立証責任について

被告側
立証負担
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（規制基準・基準適用の合理性に対して）
誰でも抱くであろう疑問

「被告が基準地震動を策定するに当たって想定している地震よりも遙
かに地震規模が小さく、震源からの距離も相当離れているのに、頻繁
かつ広範囲に７００ガル（本件再処理工場の基準地震動）を超
える地震動や２３６ガル（プレート間地震に係る被告の想定地震
動）を超える地震動が観測されている。
それにも拘わらず、なぜ本件再処理工場敷地に限っては７００ガル
を超える地震動やマグニチュード９の超巨大地震に襲われても２３
６ガルを超える地震動が到来しないと言えるのですか」

主張立証責任について 被告側
立証責任

（伊方枠組）
原告側
立証負担

被告側
立証負担
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本裁判の争点

主張立証責任

基準地震動が低水準であることと地域特性の関係

観測記録と基準地震動の対比

被告主張の留意点

目次
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「この橋梁は、風速□□メートルを超える風
によって落下の危険があるが、この地点では
風速□□メートルを超える風は吹きません」

論理的な思考︓橋梁の例

気象観測記録上、
風速□□メートルが
高水準か、低水準か

低水準の風速であった場合には、
「なぜ低水準の風速で収まるのか」
説明が設置管理者に求められる。

事実
（気象観測記録）

と対比
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論理的な思考︓ダムの例

「このダムは、上流で一日あたり△△△ミリ
メートル以上の雨が降れば、放水量を超え
てしまい決壊のおそれがあるが、このダムの上
流地域では一日あたり△△△ミリメートルを
超える雨は降りません」

気象観測記録上、
一日あたり△△△ミリメートルが
高水準か、低水準か

低水準の降水量であった場合には、
「なぜ低水準の降水量で収まるのか」
説明が設置管理者に求められる。

事実
（気象観測記録）

と対比
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論理的な思考︓不動産鑑定の例

不動産鑑定における机上の計算に基づく
評価額の算定

取引事例における取引価額と対比して鑑定
評価額が合理的か

鑑定評価額が取引事例における取引価額
と乖離するのなら、鑑定人においてその乖離
する理由を説得力を持って説明すべき。

事実
（取引事例）

と対比
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論理的な思考︓再処理工場と地震観測記録

「この再処理工場は、基準地震動７００ガ
ル以上の地震動が来れば、基準地震動を
超えてしまい事故が起きるおそれがあるが、こ
の再処理工場には７００ガルを超える地震
動は来ません」

地震観測記録上、
７００ガルが
高水準か、低水準か

低水準の地震動であった場合には、再処理工場
の敷地に限っては７００ガルまでしか来ないことの
理由の説明が原燃に求められる。

事実
（地震観測記録）

と対比
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論理的な思考︓再処理工場と地震観測記録

「この再処理工場は、基準地震動７００ガ
ル以上の地震動が来れば、基準地震動を
超えてしまい事故が起きるおそれがあるが、こ
の再処理工場には７００ガルを超える地震
動は来ません」

地震観測記録上、
７００ガルが
高水準か、低水準か

低水準の地震動であった場合には、再処理工場
の敷地に限っては７００ガルまでしか来ないことの
理由の説明が原燃に求められる。

事実
（地震観測記録）

と対比

地域特性、地盤特性の
対比等は、この段階
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基準地震動が低水準であることと地域特性の関係

７００ガルという基準地震動が合理的かどうか

①７００ガルを超える地震動がどの程度我が国に到来したのか

②次の手順として、７００ガルを超える地震動が到来した観測地点
㋐多い→ 「本件再処理工場敷地に限っては７００ガルを超える地震動は

来ない」という主張に根拠があるか︖
㋑ない →「本件再処理工場敷地に限っては７００ガルを超える地震が

到来する危険がある」という主張に根拠があるか︖

地域特性、地盤特性の対比等は、②の㋐/㋑の段階
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本裁判の争点

主張立証責任

基準地震動が低水準であることと地域特性の関係

観測記録と基準地震動の対比

被告主張の留意点

目次
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おさらい（原告の主張）

地震観測記録との対比



東北地方太平洋沖地震の観測記録
（防災科研）

33

原告の主張（おさらい）



34328km

236ガルが
上限

93km
236ガル以上のうち一番低い

239ガルを
観測した地点

東北地方太平洋沖地震の観測記録



防災科研公表の観測記録

東西，南北，鉛直の３方向のうちの

最大加速度を各観測地点ごとに記した図

35

原告の主張（おさらい）
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２００ｋｍ内
２３６ガルを下回った観測地点

なし

原告の主張（おさらい）
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93ｋｍ
再処理工場

236ガルが上限

２００ｋｍ内
２３６ガルを下回った観測地点

なし

原告の主張（おさらい）



解放基盤表面の観測記録
（再処理工場と原発は硬い岩盤という点で共通）

38

原告の主張（おさらい）
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180km

福島第一原発

675ガル

123km

女川原発

630ガル

100km

再処理工場

236ガル

硬い岩盤
（解放基盤表面）

硬い岩盤
（解放基盤表面）

硬い岩盤
（解放基盤表面）

解放基盤表面の観測記録
（再処理工場と原発は硬い岩盤という点で共通）
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重要な点

「表面」と「表面」
の対比をすること

地震観測記録との対比



41

重要な点

地「表面」の観測記録 と 解放基盤「表面」
の対比をすること

地震観測記録との対比
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地表面の観測記録
位置︓地表面

地震観測記録との対比

解放基盤表面
位置︓地中

そのまま対比
できない

上部地盤の影響を取り除く
はぎとり解析

地表面の観測記録
位置︓地表面

解放基盤表面
はぎとり後︓表面対比できる
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地表面の観測記録
位置︓地表面

地震観測記録との対比

解放基盤表面
位置︓地中

そのまま対比
できない

上部地盤の影響を取り除く
はぎとり解析

地表面の観測記録
位置︓地表面

解放基盤表面
はぎとり後︓表面対比できる

原告らの主張
地「表面」と解放基盤「表面」の対比
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93ｋｍ
再処理工場

236ガルが上限

２００ｋｍ内
２３６ガルを下回った観測地点

なし

（再掲）表面と表面で対比
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はぎとり解析︓東北電力の説明
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はぎとり解析︓東北電力の説明

表面と表面の比較

「はぎとり解析」が必要。



47

解放基盤表面の揺れと周辺の地震観測記録
揺れに差がない

地震観測記録との対比

最大加速度７００ガルを超える地震
頻繁・広範囲で観測されている

解放基盤表面において７００ガルを超える地震動が
到来するおそれがあることを否定できない

↓

基準地震動は不合理

＋
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本件５事例

Ⓐ
解放基盤表面
の地震動

Ⓑ
周辺の観測地点で
の地震動

女川 375 560

志賀 490 543

柏崎刈羽

1699 496

1699 758

1699 793

1699 1018

女川
636 633

636 675

636 933

福島第一
675 504

675 922
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本件５事例

Ⓐ
解放基盤表面
の地震動

Ⓑ
周辺の観測地点で
の地震動

女川 375 560

志賀 490 543

柏崎刈羽

1699 496

1699 758

1699 793

1699 1018

女川
636 633

636 675

636 933

福島第一
675 504

675 922

解放基盤表面＜地表面
周辺観測地点より、解放基盤表面のほうが揺れていない
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本件５事例

Ⓐ
解放基盤表面
の地震動

Ⓑ
周辺の観測地点で
の地震動

女川 375 560

志賀 490 543

柏崎刈羽

1699 496

1699 758

1699 793

1699 1018

女川
636 633

636 675

636 933

福島第一
675 504

675 922

解放基盤表面＞地表面
周辺観測地点より、解放基盤表面のほうが揺れた
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本件５事例

Ⓐ
解放基盤表面
の地震動

Ⓑ
周辺の観測地点で
の地震動

女川 375 560

志賀 490 543

柏崎刈羽

1699 496

1699 758

1699 793

1699 1018

女川
636 633

636 675

636 933

福島第一
675 504

675 922

解放基盤表面の数値が
周辺観測地点の地表面の観測数値を

大きく下回ったことは一度もない
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本件５事例

Ⓐ
解放基盤表面
の地震動

Ⓑ
周辺の観測地点で
の地震動

女川 375 560

志賀 490 543

柏崎刈羽

1699 496

1699 758

1699 793

1699 1018

女川
636 633

636 675

636 933

福島第一
675 504

675 922

解放基盤表面の数値が
周辺観測地点の地表面の観測数値を

大きく上回っているものもある
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本件５事例

Ⓐ
解放基盤表面
の地震動

Ⓑ
周辺の観測地点で
の地震動

女川 375 560

志賀 490 543

柏崎刈羽

1699 496

1699 758

1699 793

1699 1018

女川
636 633

636 675

636 933

福島第一
675 504

675 922

解放基盤表面／周辺の観測地点の地表面

両者の間に大差はない
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事例︓東海第二

ＮＳ
（南北）

ＥＷ
（東西）

ＵＤ
（鉛直）

地表面最大加速度 569 481 911

解放基盤表面-370m(剥ぎ取り波） 555 450 379

E.L.－372ｍ 302 234 178
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事例︓東海第二

ＮＳ
（南北）

ＥＷ
（東西）

ＵＤ
（鉛直）

地表面最大加速度 569 481 911

解放基盤表面-370m(剥ぎ取り波） 555 450 379

E.L.－372ｍ 302 234 178

地中よりは、地表面のほうが
揺れている
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事例︓東海第二

ＮＳ
（南北）

ＥＷ
（東西）

ＵＤ
（鉛直）

地表面最大加速度 569 481 911

解放基盤表面-370m(剥ぎ取り波） 555 450 379

E.L.－372ｍ 302 234 178

南北・東西方向では
解放基盤表面↔地表面、ほぼ同じ
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事例︓東海第二

ＮＳ
（南北）

ＥＷ
（東西）

ＵＤ
（鉛直）

地表面最大加速度 569 481 911

解放基盤表面-370m(剥ぎ取り波） 555 450 379

E.L.－372ｍ 302 234 178

南北・東西方向では
解放基盤表面↔地表面、ほぼ同じ

解放基盤表面／周辺の観測地点の地表面

両者の間に大差はない
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本裁判の争点

主張立証責任

基準地震動が低水準であることと地域特性の関係

観測記録と基準地震動の対比

被告主張の留意点

目次
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93ｋｍ
再処理工場

236ガルが上限

２００ｋｍ内
２３６ガルを下回った観測地点

なし
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93ｋｍ
再処理工場

236ガルが上限

２００ｋｍ内
２３６ガルを下回った観測地点

なし原告の主張

地「表面」↔解放基盤「表面」
対比
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93ｋｍ
再処理工場

236ガルが上限

２００ｋｍ内
２３６ガルを下回った観測地点

なし

防災科研公表の観測記録
東西，南北，鉛直の３方向のうちの

最大加速度を各観測地点ごとに記した図

これに対する被告の反論

「K－NETやKiK-netの観測記録と比較してする主張について」
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「原告らの挙げる地震観測記録はいずれも地表付近の観測記録であっ
て、これらと解放基盤表面における地震動として評価した検討用地震の
地震動評価の結果とを対比することには意味がない」
なお
「KiK-netの観測記録に関し、地表での最大加速度２００Gal（３
成分合成）以上が観測された６８地点についてその地中の最大加速
度を調査した結果、すべての地点で、地表で観測された最大加速度より
地中で観測された最大加速度の方が小さいことが認められる。」
「また、地中の観測点の深さは地点ごとに違いがあるものの、地中で観測
された最大加速度が２３６Gal以上であったのは、４地点においての
みである」

被告の主張（被告準備書面⑻ １１２~１１３頁）



別紙図３２－１

地中で観測された最大

加速度が２３６Gal以
上であったのは、

４地点においてのみ

ほとんど検討用地震
（236ガル）を超えるこ
とはない、ということ︖



別紙図３２－１

地中で観測された最大

加速度が２３６Gal以
上であったのは、

４地点においてのみ

ほとんど検討用地震
（236ガル）を超えるこ
とはない、ということ︖



別紙図３２－１

地中で観測された最大

加速度が２３６Gal以
上であったのは、

４地点においてのみ

ほとんど検討用地震
（236ガル）を超えるこ
とはない、ということ︖

解放基盤表面は硬質の岩盤
しかも、

それが敷地の地下深くに位置する
↓

「解放基盤表面」の揺れは
敷地や敷地周辺の普通の地盤の「地表面」の揺れよりも

かなり小さいはず︖



66

「原告らの挙げる地震観測記録はいずれも地表付近の観測記録であっ
て、これらと解放基盤表面における地震動として評価した検討用地震の
地震動評価の結果とを対比することには意味がない」
なお
「KiK-netの観測記録に関し、地表での最大加速度２００Gal（３
成分合成）以上が観測された６８地点についてその地中の最大加速
度を調査した結果、すべての地点で、地表で観測された最大加速度より
地中で観測された最大加速度の方が小さいことが認められる。」
「また、地中の観測点の深さは地点ごとに違いがあるものの、地中で観測
された最大加速度が２３６Gal以上であったのは、４地点においての
みである」

被告の主張（被告準備書面⑻ １１２~１１３頁）
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「原告らの挙げる地震観測記録はいずれも地表付近の観測記録であっ
て、これらと解放基盤表面における地震動として評価した検討用地震の
地震動評価の結果とを対比することには意味がない」
なお
「KiK-netの観測記録に関し、地表での最大加速度２００Gal（３
成分合成）以上が観測された６８地点についてその地中の最大加速
度を調査した結果、すべての地点で、地表で観測された最大加速度より
地中で観測された最大加速度の方が小さいことが認められる。」
「また、地中の観測点の深さは地点ごとに違いがあるものの、地中で観測
された最大加速度が２３６Gal以上であったのは、４地点においての
みである」

被告の主張（被告準備書面⑻ １１２~１１３頁）

地表面と解放基盤表面
対比できない
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「原告らの挙げる地震観測記録はいずれも地表付近の観測記録であっ
て、これらと解放基盤表面における地震動として評価した検討用地震の
地震動評価の結果とを対比することには意味がない」
なお
「KiK-netの観測記録に関し、地表での最大加速度２００Gal（３
成分合成）以上が観測された６８地点についてその地中の最大加速
度を調査した結果、すべての地点で、地表で観測された最大加速度より
地中で観測された最大加速度の方が小さいことが認められる。」
「また、地中の観測点の深さは地点ごとに違いがあるものの、地中で観測
された最大加速度が２３６Gal以上であったのは、４地点においての
みである」

被告の主張（被告準備書面⑻ １１２~１１３頁）

地表面と解放基盤表面
対比できない

補足・説明
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「原告らの挙げる地震観測記録はいずれも地表付近の観測記録であっ
て、これらと解放基盤表面における地震動として評価した検討用地震の
地震動評価の結果とを対比することには意味がない」
なお
「KiK-netの観測記録に関し、地表での最大加速度２００Gal（３
成分合成）以上が観測された６８地点についてその地中の最大加速
度を調査した結果、すべての地点で、地表で観測された最大加速度より
地中で観測された最大加速度の方が小さいことが認められる。」
「また、地中の観測点の深さは地点ごとに違いがあるものの、地中で観測
された最大加速度が２３６Gal以上であったのは、４地点においての
みである」

被告の主張（被告準備書面⑻ １１２~１１３頁）

地表面と解放基盤表面
対比できない

地表面より地中の方が
最大加速度が小さい（揺れが小さい）

補足・説明



70

「原告らの挙げる地震観測記録はいずれも地表付近の観測記録であっ
て、これらと解放基盤表面における地震動として評価した検討用地震の
地震動評価の結果とを対比することには意味がない」
なお
「KiK-netの観測記録に関し、地表での最大加速度２００Gal（３
成分合成）以上が観測された６８地点についてその地中の最大加速
度を調査した結果、すべての地点で、地表で観測された最大加速度より
地中で観測された最大加速度の方が小さいことが認められる。」
「また、地中の観測点の深さは地点ごとに違いがあるものの、地中で観測
された最大加速度が２３６Gal以上であったのは、４地点においての
みである」

被告の主張（被告準備書面⑻ １１２~１１３頁）

地表面と解放基盤表面
対比できない

地表面より地中の方が
最大加速度が小さい（揺れが小さい）

地中で236ガル以上は
4地点のみ

補足・説明
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「原告らの挙げる地震観測記録はいずれも地表付近の観測記録であっ
て、これらと解放基盤表面における地震動として評価した検討用地震の
地震動評価の結果とを対比することには意味がない」
なお
「KiK-netの観測記録に関し、地表での最大加速度２００Gal（３
成分合成）以上が観測された６８地点についてその地中の最大加速
度を調査した結果、すべての地点で、地表で観測された最大加速度より
地中で観測された最大加速度の方が小さいことが認められる。」
「また、地中の観測点の深さは地点ごとに違いがあるものの、地中で観測
された最大加速度が２３６Gal以上であったのは、４地点においての
みである」

被告の主張（被告準備書面⑻ １１２~１１３頁）

地中で236ガル以上は
4地点のみ

236ガル
解放基盤表面の
検討用地震

地中の観測記録
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「原告らの挙げる地震観測記録はいずれも地表付近の観測記録であっ
て、これらと解放基盤表面における地震動として評価した検討用地震の
地震動評価の結果とを対比することには意味がない」
なお
「KiK-netの観測記録に関し、地表での最大加速度２００Gal（３
成分合成）以上が観測された６８地点についてその地中の最大加速
度を調査した結果、すべての地点で、地表で観測された最大加速度より
地中で観測された最大加速度の方が小さいことが認められる。」
「また、地中の観測点の深さは地点ごとに違いがあるものの、地中で観測
された最大加速度が２３６Gal以上であったのは、４地点においての
みである」

被告の主張（被告準備書面⑻ １１２~１１３頁）

地中で236ガル以上は
4地点のみ

236ガル
解放基盤表面の
検討用地震

地中の観測記録

被告の反論

地「中」↔解放基盤「表面」
対比

地中観測記録と解放基盤表面を
同列に論じてる
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地表面の観測記録
位置︓地表面

地震観測記録との対比︓原告

解放基盤表面
位置︓地中

そのまま対比
できない

上部地盤の影響を取り除く
はぎとり解析

地表面の観測記録
位置︓地表面

解放基盤表面
はぎとり後︓表面対比できる
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地表面の観測記録
位置︓地表面

地震観測記録との対比︓原告

解放基盤表面
位置︓地中

そのまま対比
できない

上部地盤の影響を取り除く
はぎとり解析

地表面の観測記録
位置︓地表面

解放基盤表面
はぎとり後︓表面対比できる

原告は
「表面」と「表面」を対比
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地震観測記録との対比︓原告

地表面の観測記録
位置︓地表面

解放基盤表面
はぎとり後︓表面対比できる

原告は
「表面」と「表面」を対比
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地震観測記録との対比︓原告

地表面の観測記録
位置︓地表面

解放基盤表面
はぎとり後︓表面対比できる

原告は
「表面」と「表面」を対比

地中の観測記録
位置︓地中

そ
の
ま
ま
対
比

で
き
な
い

被告は
「地中」と「表面」を対比
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地震観測記録との対比︓原告

地表面の観測記録
位置︓地表面

解放基盤表面
はぎとり後︓表面対比できる

原告は
「表面」と「表面」を対比

地中の観測記録
位置︓地中

そ
の
ま
ま
対
比

で
き
な
い

被告は
「地中」と「表面」を対比

裁判所を間違った方向に誘導
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以上
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